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１ 

Ⅰ 申 請 概 要 
 

 

１．申請者 

東日本電信電話株式会社 

代表取締役社長  髙部 豊彦 

（以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

 

 

２．申請年月日 

  平成20年1月9日（水） 

 

３．実施予定日 

 平成20年3月1日から実施。 

 

４．概要 

現在、ＦＡＸにより行われている一般番号ポータビリティに係るルーティング

番号のみの削除、事業者間移転、ルーティング番号変更及び同一番号移転可否情

報調査の各申込受付について、新たに番号ポータビリティ申込受付システム（以

下「受付システム」という。）によるオンラインでの申込みを可能とすることに

伴い、一般番号ポータビリティに係る新たな工事費及び手続費を設定するため、

電気通信事業法第33条第2項の規定に基づき接続約款の変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 主な変更内容 
 

 

現在、ＮＴＴ東日本は一般番号ポータビリティの申込受付を受付システム※又は

ＦＡＸにより提供しているところである。 

今回、受付システムを改修し、ＦＡＸのみで申込受付しているルーティング番

号のみの削除、事業者間移転、ルーティング番号変更及び同一番号移転可否情報

調査についても、新たにオンラインでの申込受付を可能とするため、一般番号

ポータビリティに係る新たな工事費及び手続費を設定する旨の接続約款の変更を

行うものである。 
 

※ 現在、一般番号ポータビリティに係る移転、廃止、記載内容変更、オーダキャンセルに係

る申込が受付システム経由で可能。また、当該システムを利用する事業者は、申込受付状況、

工事実施状況について受付システムで確認が可能。 

なお、従来どおりＦＡＸによる申込みも可能。 
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番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ申込

顧客情報DB端末

ＮＴＴ東日本申込受付窓口

ＦＡＸによる番号ポータビリティ申込受付

顧客情報DB

●FAX受領/内容確認
●設置場所等の確認
●提供可否の回答
●ルーティング番号の変更等番
号ポータビリティに関する工
事等の発注

●FAX受領/内容確認
●設置場所等の確認
●提供可否の回答
●ルーティング番号の変更等番
号ポータビリティに関する工
事等の発注

番号ポータビリティ申込受付システム

提供可否回答

他事業者

顧客情報DB

他事業者

インターネット ●システム受付
●設置場所等の自動確認※
●提供可否の回答
●ルーティング番号の変更等番号ポー
タビリティに関する工事等の自動発注

●システム受付
●設置場所等の自動確認※
●提供可否の回答
●ルーティング番号の変更等番号ポー
タビリティに関する工事等の自動発注

番号ﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ申込

提供可否回答

受付システム

ＮＴＴ東日本申込受付窓口

新受付システム端末

※自動確認においてエラーとなった場合には目視確認を実施

手入力

自動流通

Web画面、CSVファイルに
よる申込に対応

他事業者サーバからの申
込に対応（XML、Webサー
ビス）

ＦＡＸ ＦＡＸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）工事費の設定 



   

① ルーティング番号等削除工事費 

他事業者のルーティング番号のみの削除について、受付システム経由での

申込受付を開始するため、受付システム経由での申込に係る工事費を設定。 

 

区 分 単位 工事費の額

ルーティング番号

等削除工事費 

ルーティング番号の

みを削除する場合 
受付システム経由 

１ルー

ティン

グ番号

ごとに 

654円

 （注）工事費の額は、平日昼間に行う場合 

 

  ② ルーティング番号変更工事費 

    現在、事業者間移転及びルーティング番号変更に係る工事費については、

「ルーティング番号登録工事費」及び「ルーティング番号等削除工事費」を

組み合わせて適用。 

今回、受付システム経由での申込受付を開始するに当たり、「ルーティン

グ番号変更工事費」として新たな工事費を設定。 

 

区 分 単位 工事費の額

ＦＡＸ経由 2,394円

ア 基本額 

受付システム経由 1,400円
ルーティング番

号変更工事費 

イ 加算額（ＩＳＤＮ回線の場合） 

１ルーティン

グ番号ごとに 

1,000円

 （注）工事費の額は、平日昼間に行う場合 

 

（２）手続費の設定 

   受付システム経由でのルーティング番号のみの削除、事業者間移転、ルー

ティング番号変更及び同一番号移転可否情報調査に係る１件ごとの手続費を設

定。 

また、現行の「ルーティング番号登録工事等受付手続費」「同一番号移転可

否情報調査費（情報提供システムに係るもの）」については、月額の手続費を

暦月ごとの申込承諾件数の合計で除した額を各事業者に適用しているが、負担

額の予見性確保等の観点から、あらかじめ申込承諾件数の利用見込件数で除す

ことで算定した１件ごとの手続費に変更（年度終了後の実績により精算）。 

 

３ 



区 分 単位 手続費の額

ア イ以外の場合 72円

ルーティング番号

登録工事等受付手

続費 

イ ルーティング番号等削除工事

（ルーティング番号のみ削除する

場合に限る。）又はルーティング

番号変更工事を行う場合 

１件（申込承

諾件数）ごと

に 400円

 

区 分 単位 手続費の額

ＦＡＸ経由 695円

同一番号移転可否情報調査費 

受付システム経由 

１電気通信番号ごとの

１件ごとに 
500円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 



５ 

Ⅲ 接続料算定の概要 
 

工事費 
 

１．ルーティング番号等削除工事費【受付システム経由】 

 

（平日昼間に行う場合） 

区 分 金額(円) 備考 

①作業単金（１時間当たり）  6,540  

②１の工事に要する作業時間 0.1  

③当該作業に係る工事費 654 ①×② 

 

 

２．ルーティング番号変更工事費 

 

（１）ＦＡＸ経由 

 

（平日昼間に行う場合） 

区 分 金額(円) 備考 

①作業単金（１時間当たり）  6,540  

②１の工事に要する作業時間 0.366  

③当該作業に係る工事費 2,394 ①×② 

 

（２）受付システム経由 

 

（平日昼間に行う場合） 

区 分 金額(円) 備考 

①作業単金（１時間当たり）  6,540  

②１の工事に要する作業時間 0.214  

③当該作業に係る工事費 1,400 ①×② 

 

 

 



６ 

手続費 
 

３．ルーティング番号登録工事等受付手続費 

 

（１）（２）以外の場合 

 

（ア）原価の算定 

区 分 金額(千円) 備考 

①設備管理運営費 192,012  

②他人資本費用 833  

③自己資本費用 1,038  

④利益対応税 792  

⑤合計 194,675 ①＋②＋③＋④ 

 

（イ）料金の設定 

区 分 金額等 備考 

⑥原価（千円） 194,675 ⑤ 

⑦当該手続の利用見込件数（千件） 2,713  

⑧１件当たりの手続費（円） 72 ⑥/⑦ 

 

 

（２）ルーティング番号等削除工事（ルーティング番号のみ削除する場合に限

る。）又はルーティング番号変更工事を行う場合 

 

（ア）原価の算定 

区 分 金額(千円) 備考 

①設備管理運営費 73,984  

②他人資本費用 352  

③自己資本費用 439  

④利益対応税 334  

⑤合計 75,109 ①＋②＋③＋④ 

 

（イ）料金の設定 

区 分 金額等 備考 

⑥原価（千円） 75,109 ⑤ 

⑦当該手続の利用見込件数（千件） 229  

⑧１件当たりの手続費（円） 400 ⑥/⑦＋(1)(ｲ)⑧ 

 



７ 

３．同一番号移転可否情報調査費 

 

（１）ＦＡＸ経由 

 

（ア）原価の算定 

区 分 金額(円) 備考 

①設備管理運営費 126,536  

②他人資本費用 101  

③自己資本費用 126  

④利益対応税 96  

⑤合計 126,859 ①＋②＋③＋④ 

⑥情報提供システムの利用見込件数 69,752  

⑦情報提供システムに係る１件当た

りの料金 

2 ⑤/⑥ 

 

（イ）情報提供作業に係る費用（ＦＡＸ経由） 

区 分 金額等 備考 

⑧作業単金（１時間当たり）（円） 6,540  

⑨１の手続に要する作業時間（時

間） 

0.106  

⑩１件当たりの手続費（円） 693 ⑧×⑨ 

 

（ウ）料金の設定 

区 分 金額（円） 備考 

⑪情報提供システムに係る料金 2 ⑦ 

⑫情報提供作業に係る料金 693 ⑩ 

⑬１件当たりの料金 695 ⑪＋⑫ 

 



８ 

（２）受付システム経由 

 

（ア）原価の算定 

区 分 金額(円) 備考 

①設備管理運営費 126,536  

②他人資本費用 101  

③自己資本費用 126  

④利益対応税 96  

⑤合計 126,859 ①＋②＋③＋④ 

⑥情報提供システムの利用見込件数 69,752  

⑦情報提供システムに係る１件当た

りの料金 

2 ⑤/⑥ 

 

（イ）情報提供作業に係る費用（受付システム経由） 

区 分 金額等 備考 

⑧作業単金（１時間当たり）（円） 6,540  

⑨１の手続に要する作業時間（時

間） 

0.015  

⑩１件当たりの手続費（円） 98 ⑧×⑨ 

 

（ウ）料金の設定 

区 分 金額（円） 備考 

⑪情報提供システムに係る料金 2 ⑦ 

⑫情報提供作業に係る料金 98 ⑩ 

⑬受付システムに係る料金 400 ルーティング番号登録工事等受付

手続費 

（ルーティング番号等削除工事

（ルーティング番号のみ削除する

場合に限る。）又はルーティング

番号変更工事を行う場合の料金）

⑭１件当たりの料金 500 ⑪＋⑫＋⑬ 
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審 査 結 果 
 

 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」という。）、接続

料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年１月６

日総務省訓令第 75 号。以下「審査基準」という。）の規定に基づき、以下のとおり審査を行

った結果、認可することが適当と認められる。 

審  査  事  項 審査 

結果 

事 由 

１ 施行規則第23条の4第1項で定める箇所における技術的条

件が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15 条

(1)ｱ） 
－ 

該当事項なし。 

２ 接続料規則第 4条で定める機能ごとの接続料が適正かつ明

確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)ｲ） － 該当事項なし。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当

該指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気

通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められて

いること。（審査基準第 15 条(1)ｳ） 

適 
 本手続の支払義務については、

接続約款第68条に規定を追加する

こととしており、適正かつ明確に

定められていると認められる。 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が

適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15 条(1)ｴ）
－  該当事項なし。 

５ 他事業者が接続の請求等を行う場合において、①必要な情

報の開示を受ける手続、②接続の請求への回答を受ける手続、

③協定の締結及び解除の手続、④情報開示に係る標準的期間、

⑤接続の請求から回答・接続が開始されるまでの標準的期間

等が適正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23 条

の 4第 2項第 1号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

６ 他事業者が接続に必要な装置を建物、管路、とう道若しく

は電柱等に設置等する場合において、①情報の開示を受ける

手続、②設置等の可否について回答を受ける手続、③他事業

者が工事又は保守を行う場合の手続、④工事又は保守に他事

業者が立会いをする手続、⑤工事に係る標準的期間、⑥場所

等に関して他事業者が負担すべき金額、⑦工事等に関して他

事業者が負担すべき金額が適正かつ明確に定められているこ

と（施行規則第 23 条の 4第 2項第 2号及び審査基準第 15 条

(1)ｵ） 

－ 

該当事項なし。 

７  他事業者が屋内配線を利用する場合において、①工事を行

う手続、②負担すべき金額、③利用する場合の条件が適正か

つ明確に定められていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項

第 3号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

－ 
該当事項なし。 

８  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事

若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電

気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して

当該他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な

原価に照らし公正妥当な金額が適正かつ明確に定められてい

ること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 4号及び審査基準第

15 条(1)ｵ） 

適 

 本件申請に係る手続費及び工事

費は、能率的な経営の下における

適正な原価に照らし公正妥当な金

額が適正かつ明確に定められてい

ると認められる。 

９  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他

事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項が適 －   該当事項なし。 
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正かつ明確に定められていること。（施行規則第 23 条の 4第

2項第 5号及び審査基準第 15 条(1)ｵ） 

10  法第８条第１項の重要通信の取扱方法が適正かつ明確に定

められていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 6号及び

審査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

  該当事項なし。 

11  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信

設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答

において用いるべき様式が適正かつ明確に定められているこ

と。（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 7 号及び審査基準第 15

条(1)ｵ） 

－ 

  該当事項なし。 

12 他事業者と協議が調わない場合のあっせん又は仲裁による

解決方法（施行規則第 23 条の 4第 2項第 8号及び審査基準第

15 条(1)ｵ） 
－ 

 該当事項なし。 

13 番号ポータビリティ機能の接続料について、施行規則第 15

条の 2ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備

を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該

機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接

続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を第一種

指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを

確保するために必要な事項が適正かつ明確に定められている

こと。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 9号及び審査基準第 15

条(1)ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

14 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重

要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項が

あるときは、その事項が適正かつ明確に定められていること。

（施行規則第23条の4第2項第10号及び審査基準第15条(1)

ｵ） 

－ 

 該当事項なし。 

15 有効期間を定めるときは、その期間が適正かつ明確に定め

られていること。（施行規則第 23 条の 4第 2項第 11 号及び審

査基準第 15 条(1)ｵ） 
－ 

該当事項なし。 

16 接続料が接続料規則に定める方法により算定された原価に

照らし公正妥当なものであること。（審査基準第 15 条(2)） － 
該当事項なし。 

17  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接

続することとした場合の条件に比して不利なものでないこ

と。（審査基準第 15 条(3)） 

－ 
該当事項なし。 

18  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするも

のでないこと。（審査基準第 15 条(4)） 適 
 本件申請において、特定の電気

通信事業者に対し不当な差別的取

扱いをする旨の記載は認められな

い。 

 



接続約款変更認可申請書  

東相制第 07血131胃  

平成2り年／月苧き 日  

総務大臣  

増田 寛也殿  

郵便番号・163－8019  
とうきょうとしんじゅくくにししんじゅくさんちょつめ  

住所  東京都新宿区西新宿三丁目19－2  

名称及び代表者の氏名  

ひがしにっぼんでんしんでんわかぶしノきがいしや  

東日本電信竜話株式会社  

たかへ  とよひ  

代表取締役社長 高部豊  

登録年月日及び登録番号  

平成16年4月1日 第233号   

電気通信事業法第33条第2項の規定により、別紙のとおり接続約款の変更の  

認可を受けたいので申請します。  

実施期日  認可を受けた後、平成20年3月1日から実施します。   
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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 
 

（手続費の支払義務） 

第 68 条 （略） 

(1)～(21)（略） 

(22) 当社が指定した電気通信回線設備を通じたルーティング番号登録工事又はルーティング番号等削

除工事（以下、それら工事を「ルーティング番号登録工事等」といいます。）の申込みを承諾した

とき。 

(23)～(27)（略）  

 

２～４（略） 

 

料金表 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

  １ 適用 

区分 適用 

(1)～(5) (略) (略) 

(6) ルーティング番

号登録工事費の適

用 

ルーティング番号（一般番号ポータビリティのために移転先事業者が指定する

電気通信番号をいいます。以下、この欄及び次欄並びに２（工事費の額）２－

１第 25 欄及び第 26 欄において同じとします。）に対応する契約者回線番号等

を付与した契約者回線が当初からＩＳＭ交換機に収容されている場合及び当初

は現用のＩＳＭ交換機に収容されていた場合は、ア欄に掲げる料金額にイ欄に

掲げる料金額を加えた額を適用します。 

(7) ルーティング番 

号等削除工事費の

適用 

ルーティング番号等削除工事費ア欄は、ルーティング番号の削除に係る工事と

併せて他のルーティング番号の登録工事を行った場合の当該他のルーティング

番号を指定した移転先事業者に適用します。 

(8)～(10) (略) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 工事費及び手続費等の支払義務 
 

（手続費の支払義務） 

第 68 条 （略） 

(1)～(21)（略） 

(22) 当社が指定した電気通信回線設備を通じたルーティング番号登録工事、ルーティング番号等削除工

事又はルーティング番号変更工事（以下、それら工事を「ルーティング番号登録工事等」といいま

す。）の申込みを承諾したとき。 

(23)～(27)（略）  

 

２～４（略） 

 

料金表 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

  １ 適用 

区分 適用 

(1)～(5) (略) (略) 

（6) ルーティング番

号登録工事費及び

ルーティング番号

変更工事費の適用

ルーティング番号（一般番号ポータビリティのために移転先事業者が指定する

電気通信番号をいいます。以下、この欄並びに２（工事費の額）２－１第 25 欄、

第 26 欄及び第 26-2 欄において同じとします。）に対応する契約者回線番号等

を付与した契約者回線が当初からＩＳＭ交換機に収容されている場合及び当初

は現用のＩＳＭ交換機に収容されていた場合は、ア欄に掲げる料金額にイ欄に

掲げる料金額を加えた額を適用します。 

(7) 削除 

 

 

 

                                   

 

(8)～(10) (略) (略) 
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  ２ 工事費の額 

   ２－１ 工事費 

区  分 単 位 工事費の額 備 考 

(1)～(25) (略) （略） （略） （略） 

平日昼間 1,197 円

平日夜間 1,391 円

平日深夜 1,613 円

土日祝日

昼夜間 

1,446 円

ア  ルーティング番号

のみを削除する場合 

１ ル ー テ

ィ ン グ 番

号ごとに 

土日祝日

深夜 

1,669 円

 

 

 

 

 

 

 

         

         

(26) ルーテ

ィング番

号等削除

工事費 

加入者交換

機に登録さ

れたルーテ

ィング番号

又は契約者

回線番号等

を削除する

工事に要す

る費用 

イ（略） （略） （略） （略） 

(27)～（36） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

  ２ 工事費の額 

   ２－１ 工事費 

区  分 単 位 工事費の額 備 考 

(1)～(25) (略) （略） （略） （略） 

平日昼間 1,197 円 
平日夜間 1,391 円 

平日深夜 1,613 円 
土日祝日

昼夜間 

1,446 円 

(ｱ) (ｲ)以

外の場

合 

１ルーテ

ィング番

号ごとに

土日祝日

深夜 

1,669 円 

平日昼間 654 円 

平日夜間 760 円 

平日深夜 882 円 

土日祝日

昼夜間 

790 円 

ア  ルー

ティン

グ番号

のみを

削除す

る場合

(ｲ) 当社

が指定

した電

気通信

回線設

備を通

じて申

込みを

行う場

合 

１ルーテ

ィング番

号ごとに

土日祝日

深夜 

912 円 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

(26) ルーテ

ィング番

号等削除

工事費 

加入者交換

機に登録さ

れたルーテ

ィング番号

又は契約者

回線番号等

を削除する

工事に要す

る費用 

イ（略） （略） （略） （略） 

平日昼間 2,394 円 

平日夜間 2,782 円 

平日深夜 3,227 円 

土日祝日

昼夜間 

2,893 円 

(ｱ) (ｲ)以外 １ルーテ

ィング番

号ごとに

土日祝日

深夜 

3,338 円 

平日昼間 1,400 円 

平日夜間 1,627 円 

平日深夜 1,887 円 

土日祝日

昼夜間 

1,691 円 

(26)-2 ルー

ティング

番号変更

工事費 

加入者交換

機に登録さ

れたルーテ

ィング番号

を変更する

工事に要す

る費用 

ア 基

本額

(ｲ) 当社が

指定した

電気通信

回線設備

を通じて

申込みを

行う場合

１ルーテ

ィング番

号ごとに

土日祝日

深夜 

1,951 円 

ルーテ

ィング

番号を

指定し

た協定

事業者

に適用

します

。 
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２－２～２－４ （略） 

 

 

 第２ 手続費 

  １ 適用 

区分 適用 

(1)～(11) (略) (略) 

(12) ルーティング番

号登録工事等受付

手続費の適用 

 

ルーティング番号登録工事等受付手続費については、２（手続費の額）２－１

（手続費）第26 欄（ルーティング番号登録工事等受付手続費）に掲げる手続費

の額に、各々の協定事業者のルーティング番号登録工事等に係る暦月ごとの申

込承諾件数（電気通信回線設備を通じた申込みの承諾を受けた数をいいます。

以下この欄において同じとします。）を当社及び協定事業者のルーティング番

号登録工事等に係る暦月ごとの申込承諾件数の合計で除して算定した比率を乗

じて得た額を、当該各協定事業者に請求します。 

(13) 同一番号移転可

否情報調査費の適

用 

 

ア 同一番号移転可否情報調査費については、２（手続費の額）２－１（手続費）

第27 欄ア欄及びイ欄を組み合わせて適用します。 

イ ２－１（手続費）第27 欄ア欄については、ア欄に掲げる料金額に、各々の

協定事業者への暦月ごとの情報提供数を協定事業者への暦月ごとの情報提供数

の合計（一般番号ポータビリティの仕組みを利用する当社の音声利用ＩＰ通信

網サービスに係る情報提供数を含みます。）で除して算定した比率を乗じて得

た額を、各協定事業者に請求します。 

 

 

 

 

 

 

イ 加算額 １ルーティング番

号ごとに 

電話サービス

契約約款に規

定する総合デ

ィジタル通信

サービスに係

る契約者回線

番号等と同一

の電話番号等

となる場合の

交換機等工事

費の額（加算す

る額に限りま

す。）に相当す

る額 

 

(27)～（36） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

  ２－２～２－４ （略） 

 

 

 第２ 手続費 

  １ 適用 

区分 適用 

(1)～(11) (略) (略) 

(12) 削除 

 

 

 

                                   

 

(13) 削除 
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 ２ 手続費の額 

   ２－１ 手続費    

区 分 単 位 手続費の額 備 考 

(1) ～(25)（略） （略） （略） （略） （略） 

(26) ルーティン

グ番号登録工

事等受付手続

費 

当社が指定した電気通信回線設備を

通じたルーティング番号登録工事等

の申込みの受付に要する費用 

月額 16,205,000円  

 

 

         

ア 情報提供シ

ステムに係る

もの 

月額  10,620円（27） 同一番号移

転可否情報調

査費 

同一番号移転可

否情報を提供す

る手続きに要す

る費用 
イ 情報提供作

業に係るもの

１電気通信

番号ごとの

１件ごとに 

693円

 

 

 

         

(28) ～(30)（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 ２－２～２－３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２ 手続費の額 

   ２－１ 手続費  

区 分 単 位 手続費の額 備 考 

(1) ～(25)（略） （略） （略） （略） （略） 

ア イ以外の場合 １件ごと

に 

72 円 (26) ルーティン

グ番号登録工

事等受付手続

費 

 

 

当社が指定した

電気通信回線設

備を通じたルー

ティング番号登

録工事等の申込

みの受付に要す

る費用 

イ ルーティン

グ番号等削除

工事（ルーティ

ング番号のみ

を削除する場

合に限ります。

）又はルーティ

ング番号変更

工事を行う場

合 

１件ごと

に 

400 円 

 

 

 

 

          

ア イ以外の場

合 

１電気通

信番号ご

との１件

ごとに 

695 円 （27） 同一番号移

転可否情報調

査費 

同一番号移転可

否情報を提供す

る手続きに要す

る費用 

イ 当社が指定

した電気通信

回線設備を通

じて調査を行

う場合 

１電気通

信番号ご

との１件

ごとに 

500 円 

 

 

 

          

(28) ～(30)（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 ２－２～２－３ （略） 

 

 

附 則 

この改正規定は、認可を受けた後、平成20年３月１日から実施します。 

 



その他費用の算定根拠
（ＮＴＴ東日本）
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Ⅰ　工事費

（１）ルーティング番号等削除工事費
ア．ルーティング番号のみを削除する場合（１ルーティング番号ごとに）
　（ア）　（イ）以外の場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,540 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,197 （単位：円） ①×②

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,602 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,391 （単位：円） ①×②

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,816 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,613 （単位：円） ①×②

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,904 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,446 （単位：円） ①×②

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 9,119 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.183 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,669 （単位：円） ①×②

　（イ）当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,540 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 654 （単位：円） ①×②

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,602 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 760 （単位：円） ①×②

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,816 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 882 （単位：円） ①×②

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,904 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 790 （単位：円） ①×②

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 9,119 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.100 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 912 （単位：円） ①×②

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等

備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等

金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分
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（２）ルーティング番号変更工事費
ア．基本額
　（ア）　（イ）以外の場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,540 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 2,394 （単位：円） ①×②

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,602 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 2,782 （単位：円） ①×②

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,816 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 3,227 （単位：円） ①×②

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,904 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 2,893 （単位：円） ①×②

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 9,119 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.366 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 3,338 （単位：円） ①×②

　（イ）当社が指定した電気通信回線設備を通じて申し込みを行う場合
（平日昼間）

①作業単金（１時間あたり） 6,540 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.214 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,400 （単位：円） ①×②

（平日夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,602 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.214 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,627 （単位：円） ①×②

（平日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 8,816 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.214 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,887 （単位：円） ①×②

（土日祝日昼夜間）

①作業単金（１時間あたり） 7,904 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.214 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,691 （単位：円） ①×②

（土日祝日深夜）

①作業単金（１時間あたり） 9,119 （単位：円）
②１の工事に要する作業時間 0.214 （単位：時間）
③当該作業に係る工事費 1,951 （単位：円） ①×②

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考

区       　分 金　　額　　等 備        考
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Ⅱ　手続費

（１）ルーティング番号登録工事等受付手続費
ア．イ以外の場合
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　（イ）単金の算定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）
③１件あたりの手続費 （単位：円） ①／②

イ．ルーティング番号等削除工事（ルーティング番号のみ削除する場合に限ります。）又はルーティング番号変更工事費に係るものである場合
　（ア）原価の算定

①設備管理運営費 （単位：千円）

②他人資本費用 （単位：千円）

③自己資本費用 （単位：千円）

④利益対応税 （単位：千円）

⑤合計 （単位：千円） ①＋②＋③＋④

　 （イ）単金の設定

①当該期間の料金の合計 （単位：千円） （ア）⑤
②当該手続の利用見込件数 （単位：千件）
③1件あたりの手続費 （単位：円） ①／②＋ア（イ）③

備        考

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅲ　ルーティング番号登録工事等受付手続費及び
同一番号移転可否情報調査費の算定において用いた一般管理
費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営費の原価
に含めた。

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

192,012

備        考

当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費のうち、保守運営費相当については、
設備管理運営費比率による算定ではなく、保守委託にかかる費
用を個別に算定した上で、減価償却費相当及び保守運営費相
当に対し、「Ⅲ　ルーティング番号登録工事等受付手続費及び
同一番号移転可否情報調査費の算定において用いた一般管理
費比率」を用いて管理費相当を算出し、設備管理運営費の原価
に含めた。

194,675
2,713

73,984

352

439

334

833

1,038

792

194,675

区       　分 金　　額　　等

75,109

区       　分 金　　額　　等

75,109

72

備        考

400
229
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（２） 同一番号移転可否情報調査費
ア．原価の算定
　（ア）情報提供システムに係る費用

①設備管理運営費 （単位：円）

②他人資本費用 （単位：円）

③自己資本費用 （単位：円）

（単位：円）

（単位：円） ①＋②＋③＋④
（単位：件）
（単位：円） ⑤／⑥

　（イ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合以外）

①作業単金（１時間あたり） （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 （単位：円） ①×②

　（ウ）情報提供作業に係る費用（当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合）

①作業単金（１時間あたり） （単位：円）
②１の手続に要する作業時間 （単位：時間）
③当該作業に係る料金 （単位：円） ①×②

イ．単金の算定
　（ア） （イ）以外の場合

①情報提供システムに係る料金 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 （単位：円） ア（イ）③
③１件あたりの手続費 （単位：円） ①＋②

　（イ）当社が指定した電気通信設備を通じて申込を行う場合

①情報提供システムに係る料金 （単位：円） ア（ア）⑦
②情報提供作業に係る料金 （単位：件） ア（ウ）③
③申込受付システムに係る料金 （単位：円） （１）ルーティング番号登録工事等受付手続費イ（イ）③より
④１件あたりの手続費 （単位：円） ①＋②＋③

⑦情報提供システムに係る１件あたりの料金

④利益対応税

備        考

備        考

98

区       　分 金　　額　　等

693

備        考

区       　分 金　　額　　等

区       　分 金　　額　　等

⑤合計
⑥情報提供システムの利用見込件数

区       　分 金　　額　　等

126,859

備        考区       　分 金　　額　　等

備        考

126,536 当該期間の費用について、接続約款の料金表第2網改造料の
算定式に準拠して、設備管理運営費、他人資本費用、自己資本
費用及び利益対応税を算定した。
但し、①設備管理運営費については、設備管理運営費比率に
よる算定ではなく、保守委託等にかかる費用を個別に算定した
上で、減価償却費相当及び保守運営費相当に対し、「Ⅲ　ルー
ティング番号登録工事等受付手続費及び同一番号移転可否情
報調査費の算定において用いた一般管理費比率」を用いて管
理費相当を算出し、設備管理運営費の原価に含めた。

101

126

96

2

69,752
2

6,540
0.106

400
500

693
695

2
98

6,540
0.015
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Ⅲ　ルーティング番号登録工事等受付手続費及び同一番号移転可否情報調査費の算定において用いた一般管理費比率

比　率　等

①管理費 111,907 設備区分別の費用明細表より

②直接費（営業費・施設保全費・運用費） 1,006,000 設備区分別の費用明細表より

③減価償却費 446,315 設備区分別の費用明細表より

④一般管理費比率 7.7% ①／（②＋③）

比　率　等

①管理費 111,907 設備区分別の費用明細表より

②直接費（営業費・施設保全費・運用費） 1,006,000 設備区分別の費用明細表より

③減価償却費 446,315 設備区分別の費用明細表より

④固定資産除却費 41,085 設備区分別の費用明細表より

⑤一般管理費比率 7.5% ①／（②＋③＋④）

 

備        考区                     分

区                     分 備        考
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（
参
考
）

設
　
　
備
　
　
区
　
　
分
　
　
別
　
　
の
　
　
費
　
　
用
　
　
明
　
　
細
　
　
表
　

  
  
  
（
平
成
１
７
年
度
接
続
会
計
を
も
と
に
算
定
）

(単
位
：
百
万
円
)

回 線 管 理 運 営

左 記 以 外

（ D S M － I ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

（ T C M ）

加 入 者 交 換 機 接 続 用 伝 送 装 置 利 用 機 能

左 記 以 外

2
9
,0
3
0

2
9
,0
1
5

1
5

3
0

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
,5
0
1

0
1

0
0

(
再
）
貸

倒
損

失
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7
1

7
,8
7
4

1
7
9

0
0

0
0

0
0

0

2
1
4
,9
6
8

3
,9
0
2

2
1
1
,0
6
6

1
2
,4
8
4

2
1
9

7
,3
0
7

4
,7
1
7

8
1
,1
1
1

3
2

1
2
8

8
0
,9
5
1

7
,1
5
2

7
1

0
1
0
,8
4
9

2
,3
0
7

3
,1
1
4

2
,3
4
1

3
3
7

7
0
1

8
6
8

5
3

3
,3
1
1

1
,3
8
2

1
7
,1
3
5

4
,1
5
8

4
,3
5
3

1
,4
7
8

2
3
5

1
7
,8
7
3

1
,8
2
8

1
6
,0
4
5

2
,0
8
4

4
0
8

1
0
6

7
1

1
4
,1
4
9

7
2
9

1
4
,1
1
3

1
,5
4
1

1
0

0
1
,5
2
3

2
6
3

3
0
1

3
8
0

4
3

3
8
2

4
6
2
5

2
1
5

2
,3
6
2

4
9
9

6
2
4

2
3
8

3
5

2
0
,0
5
5

2
,3
7
0

1
7
,6
8
5

1
,7
7
6

2
2
1

1
4
0

9
2

1
2
,8
0
2

7
2
7

1
2
,7
6
8

1
,2
9
9

1
0

0
1
,5
6
5

2
7
6

2
8
5

3
1
7

3
6

4
8

2
6
8

8
4
4
3

2
0
4

1
,8
7
6

4
6
5

6
5
3

2
2
3

3
7

4
,7
9
0

0
4
,7
9
0

5
,9
8
2

3
6
5

2
0

4
2
6

1
3
,3
3
2

8
3
1

1
3
,2
9
3

6
,0
3
8

7
0

1
,1
9
7

1
6
4

1
3
5

1
,1
7
0

2
1

1
2
4

1
1
5
4

1
6
7

1
,6
1
7

2
8
4

4
7
5

2
1
3

4
0

7
5

0
7
5

1
0

0
1

7
,1
8
0

3
0

7
,1
7
7

2
9
2

7
0

2
,1
1
0

1
2
3

9
9

6
6

4
9
9

4
9
5

1
,4
2
2

1
7

1
3
0

1
2
6

3
5
8

1
0
3

3
0
7

1
1
4

1
0
2

3
4
,8
8
8

2
0
8

3
4
,6
8
0

9
,0
4
6

2
1
2

1
7
7

1
1
5

1
1
,0
1
1

5
1
8

1
0
,9
8
8

1
,2
7
6

1
3

0
1
,9
6
1

7
1
3

1
3
4

2
9
7

2
5

9
5
7

2
2
9
0

2
0
8

1
,0
8
7

2
7
7

1
,7
0
0

2
5
8

4
7

1
1
2
,6
2
2

3
,6
5
0

1
0
8
,9
7
2

4
8
,7
4
8

2
,3
3
7

8
0
8

1
,1
6
0

8
4
,4
0
5

7
8

1
0
4

8
4
,2
2
2

2
7
,0
6
3

5
4

0
8
,9
3
2

4
,3
0
0

2
,3
1
8

5
,7
3
0

4
7
1

2
0
3

6
8
6

2
1

2
,9
7
0

1
,7
3
0

2
1
,0
4
8

3
,5
6
2

7
,4
1
4

1
,2
8
3

2
2
9

1
1
,3
6
4

7
5

1
1
,2
8
9

3
,4
5
3

5
6

3
4
1

3
5
6

9
,0
1
8

1
6

9
,0
1
0

5
5
8

9
0

1
,3
4
8

2
3
9

2
5
4

1
5
4

9
3
5
4

6
0

1
7
4
8

1
8
0

1
,7
4
3

2
8
5

6
9
8

1
3
7

3
3

(
再
)
除

却
損

4
,5
0
4

6
3

4
,4
4
1

1
,6
4
5

2
3

2
4
5

2
1
4

5
,0
1
2

1
4

5
,0
0
8

3
9
3

4
0

5
6
1

1
0
2

1
7
0

1
1
9

5
3
5
3

4
0

1
4
9
2

9
1

1
,0
8
4

1
7
9

2
8
0

6
6

1
8

4
4
5
,6
6
5

4
1
,0
4
7

4
0
4
,6
1
8

8
3
,5
7
7

3
,8
1
8

8
,8
9
9

6
,9
4
0

2
3
3
,0
1
8

1
4
1

3
4
5

2
3
2
,5
3
2

4
5
,2
2
0

1
8
1

0
2
9
,4
8
5

8
,3
8
6

6
,6
4
0

1
0
,4
5
6

1
,4
4
0

1
,8
8
4

1
1
,3
4
2

2
8
5

8
,6
7
2

4
,2
1
3

4
8
,7
2
5

9
,6
3
4

1
6
,2
2
5

3
,9
4
5

7
5
7

主 配 線 盤 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル

専 用 線 ノ ー ド 装 置

信 号 網 設 備

番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス

端 末 系 伝 送 路 （ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

公 衆 電 話 設 備

デ ィ ジ タ ル 公 衆 電 話 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 間 伝 送 路

群 タ ン デ ム 交 換 設 備

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ 音 声 ）

端 末 系 交 換 設 備 〜

Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 折 返 し 機 能

営
業

費

番 号 案 内 設 備

手 動 交 換 設 備

端 末 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

中 継 系 交 換 設 備 伝 送 路 （ デ ー タ ）

端 末 系 交 換 設 備 〜

中 継 系 交 換 設 備 （ デ ー タ ）

総 合 デ ィ ジ タ ル 網 加 入 者 モ ジ ュ ー ル

端 末 系 伝 送 路 （ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の ）

専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 加 入 者 線 装 置 モ ジ ュ ー ル 〜

相 互 接 続 点 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 〜

専 用 線 ノ ー ド 装 置 伝 送 路

専 用 線 ノ ー ド 装 置 〜

中 継 系 交 換 設 備 （ 音 声 ）

運
用

費

減
価

償
却

費

固
定
資
産
除
却
費

合
計

管
理

費

試
験

研
究

費

通
信
設
備
使
用
料

租
税

公
課

施
設

保
全

費

共
通

費

費
用
の
項
目

設
備
区
分
等
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（
参
考
）

(単
位
：
百
万
円
)

呼 関 連 デ ー タ ベ ー ス

Ｐ Ｈ Ｓ 接 続 装 置

網 改 造 料

ス プ リ ッ タ （ D S L ）

左 記 以 外

4
0

0
4

0
3
0
,5
5
4

1
0

1
2
9
,8
8
8

2
9
0
,9
2
4

1
4
5
,4
8
9

4
6
6
,3
0
2

4
9
6
,8
5
5

(
再
）
貸

倒
損

失
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2
,8
7
7

4
6
6

3
,3
4
3

3
,3
4
3

4
3

0
0

4
3

0
8
,1
6
7

0
0

0
0

1
0
,2
8
6

2
7
3

1
0
,5
6
0

1
8
,7
2
7

2
,9
1
2

6
2

0
2
,8
5
0

0
3
8
3
,5
6
1

1
0
,1
3
8

3
0
9

9
,8
2
9

0
0

9
6
,7
1
9

1
0
6
,8
5
7

4
9
0
,4
1
8

4
0
5

9
0

3
9
5

0
4
3
,8
4
0

1
,4
7
8

5
0

1
,4
2
8

1
,6
2
6

4
3
,8
3
2

1
9
,1
7
5

6
6
,1
1
0

1
0
9
,9
5
1

3
6
8

8
0

3
6
0

1
5
,4
9
5

5
8
,9
6
3

1
,3
2
3

4
2

1
,2
8
1

2
,1
9
4

4
4
,1
6
5

2
0
,7
5
7

6
8
,4
3
9

1
2
7
,4
0
2

1
,0
9
9

5
0

1
,0
9
3

0
3
7
,7
2
3

1
,8
3
2

8
4

1
,7
4
8

0
6
,3
6
3

1
1
,3
9
8

1
9
,5
9
3

5
7
,3
1
6

6
1

8
0

5
3

0
1
3
,6
8
8

5
8
7

1
0

5
7
7

0
7
5
7
,9
2
2

3
0
5

7
5
8
,8
1
5

7
7
2
,5
0
3

4
2
7

6
0

4
2
1

0
6
4
,2
3
0

1
,7
8
2

4
7

1
,7
3
5

1
6
5

2
,9
5
4

6
,5
4
8

1
1
,4
4
9

7
5
,6
7
9

3
,2
7
3

9
7

0
3
,1
7
6

0
3
4
1
,3
6
8

3
1
,6
9
0

1
,1
2
6

3
0
,5
6
4

1
,8
1
9

2
3
,3
3
6

4
8
,1
0
2

1
0
4
,9
4
7

4
4
6
,3
1
5

4
1
0

1
4
0

0
2
7
0

0
3
1
,8
0
7

3
,7
2
8

1
1

3
,7
1
6

3
5

7
8
8

4
,7
2
8

9
,2
7
8

4
1
,0
8
5

(
再
)
除

却
損

2
3
9

8
1

0
1
5
9

0
1
5
,8
3
7

3
,0
9
0

8
3
,0
8
2

2
6

5
9
3

3
,4
4
6

7
,1
5
4

2
2
,9
9
1

9
,0
0
1

3
3
4

0
8
,6
6
7

1
5
,4
9
5
1
,0
1
3
,9
0
1

5
2
,5
5
9

1
,6
8
1

5
0
,8
7
8

3
5
,7
2
6
1
,1
8
0
,5
7
0

3
5
3
,4
9
5
1
,6
2
2
,3
4
9
2
,6
3
6
,2
5
1

営
業

費

運
用

費

（ 関 連 す る サ ー ビ ス 活 動 を 含 む ）

雑 収 入 控 除 項 目

端 末 設 備 お よ び 付 加 機 能 使 用 料 、

回 線 管 理 運 営

サ ー ビ ス 活 動

減
価

償
却

費

固
定
資
産
除
却
費

合
計

管
理

費

試
験

研
究

費

通
信
設
備
使
用
料

租
税

公
課

施
設

保
全

費

共
通

費

合 計
指 定 設 備 利 用 部 門 計

通 信 設 備

網 改 造 料 費 用 等

指 定 設 備 管 理 部 門 計

東 西 交 付 金

費
用
の
項
目

設
備
区
分
等
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